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「
防
災
基
本
計
画
」
（
平
成
三
十
年
六
月
二
十
九
日
中
央
防
災
会
議
決
定
）
に
お
い
て
は
、
「
国
〔
内
閣
府
等
〕
及
び
地
方

公
共
団
体
は
、
災
害
の
規
模
、
被
災
者
の
避
難
状
況
、
避
難
の
長
期
化
等
に
か
ん
が
み
、
必
要
に
応
じ
て
、
旅
館
や
ホ
テ
ル
等

へ
の
移
動
を
避
難
者
に
促
す
も
の
と
す
る
。
」
と
記
載
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
「
旅
館
や
ホ
テ
ル
等
」
に
は
、
住
宅

宿
泊
事
業
法
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
届
出
住
宅
も
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。

政
府
と
し
て
は
、
同
計
画
に
従
い
、
旅
館
や
ホ
テ
ル
等
の
避
難
所
と
し
て
の
活
用
を
は
じ
め
と
し
て
、
被
災
者
の
生
活
環
境

の
整
備
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
。


